
令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
八
年
三
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
二
十
二
号

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
六
十
九
条
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四

年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
八
十
六
条
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

三
十
四
号
）
第
十
四
条
、
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

六
十
六
号
）
第
二
十
条
及
び
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
第

二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
六
百
六
十
九
円
」
を
「
六
百
八
十
三
円
」
に
改
め
る
。

（
国
民
年
金
法
に
基
づ
き
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
民
年
金
法
に
基
づ
き
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す
る
政
令（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
千
九
円
」
を
「
千
三
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
七
百
五
十
四
円
」
を
「
七
百
七
十

円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
二
千
六
十
六
円
」
を
「
二
千
百
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
六
十
円
」
を

「
六
十
二
円
」
に
改
め
る
。
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（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す
る

政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関

す
る
政
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
千
九
百
八
十
五
円
」
を
「
二
千
百
十
三
円
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
千
九
百
八
十
五
円
」
を
「
二
千
百
十
三
円
」
に
、「
三
千
九
百
九
十
三
円
」
を「
四
千
二
百
四
十
四
円
」

に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
二
千
八
円
」
を
「
二
千
百
三
十
一
円
」
に
改
め
る
。

（
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す

る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に

関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
二
千
六
百
六
十
二
円
」
を
「
二
千
七
百
二
十
四
円
」
に
改
め
る
。

（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す
る
政
令
の
一
部

改
正
）

第
五
条

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す
る
政
令

（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
号
中
「
二
千
百
八
十
円
」
を
「
二
千
二
百
三
十
一
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
負
担
金
、
交
付
金
又

は
事
務
費
か
ら
適
用
す
る
。

一

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
第
一
条

令
和
七
年

度
分
と
し
て
負
担
す
る
負
担
金

二

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
に
基
づ
き
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す
る
政
令
第
一
条

令
和
七
年
度
分
と
し
て
交
付
す
る
交
付
金

三

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
都
道
府
県
及
び
市
町

村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す
る
政
令
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で

令
和
七
年
度
分
と
し
て
交
付
す
る
事
務
費

四

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市

町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関
す
る
政
令

令
和
七
年
度
分
と
し
て
交
付
す
る
交
付
金

五

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
に
交
付
す

る
事
務
費
に
関
す
る
政
令

令
和
七
年
度
分
と
し
て
交
付
す
る
交
付
金

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗
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